
第 8 号の２様式（第１０条の２関係）         

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

 令和 ６年 ４月 １日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
住民税賦課情報ファイル（課税資料ファイリング） 

行 政 機 関 等 の 名 称 東京都板橋区長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

総務部課税課 
担当 課税第一～第四係 
電話番号 03（3579）2101 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 

個人住民税とは、都道府県や市町村が行う行政サービスを維持す
るために必要な経費を、当該市町村内に住所または事務所等を有
する個人がその能力に応じ広く負担を分任する性格をもつ地方税
であり、その年の１月１日に居住している道府県と市町村が課税
している。 
地方税法第２条、第 13 条、第 41条、第 321 条の４の第１項及び
第 321 条の６の第１項に基づき、住民、国税庁から提出された申
告情報、給与支払者、年金支払者から提出された支払報告書を収
集し、個人住民税を賦課決定し、納税義務者または、特別徴収義
務者宛て通知するために、利用し保管している。 
課税資料ファイリングシステムは、高速スキャナ機器で個人住民
税の賦課の根拠となる各種資料（確定申告書、住民税申告書、給
与支払報告書等）をスキャンし、イメージデータ化するシステム
である。また、データ化されたイメージデータを住民税情報の課
税対象者の情報と連携させることにより、全ての課税資料を一元
的に管理、検索が可能となり、納税義務者の個人住民税の賦課決
定や納税義務者からの問い合わせ対応に利用している。 

記 録 項 目 

１ 氏名、２ 住所（賦課期日・現住所）、３ 生年月日、４ 性別、５ 電話

番号、６ 国・本籍、７ 続柄、８ 親族関係、９ 婚歴、10 区民となった

日等、11 死亡年月日、12 転出年月日、13 長期不在、14 職業･勤務

先、15 職歴、16 学歴、17 給与収入（所得）、18 雑所得（公的年金、

その他収入・経費）、19 事業所得（収入・経費）、20 不動産所得（収

入・経費）、21 譲渡所得（収入・経費）、22 利子所得、23 配当所得

（収入・負債の利子）、24 一時所得（収入・経費）、25 山林所得

（収入・経費）、26 退職所得、27 合計所得金額、28 繰越控除、29 

総所得金額等、30 雑損控除、31 医療費控除、32 社会保険料控除、

33 小規模企業共済等掛金控除、34 生命保険料控除、35 地震保険料控

除、36 障害者控除、37 寡婦・ひとり親控除、38 勤労学生控除、39 

配偶者・配偶者特別控除、40 配偶者合計所得、41 扶養控除、42 基礎

控除、43 所得控除合計、44 特定扶養人数、45 その他扶養人数、46 

老人扶養人数、47 同老扶養人数、48 年少扶養人数、49 特別障害

者人数、50 同居特別障害者人数、51 普通障害者人数、52 本人該

当区分（未成年）、53 本人該当区分（障害）、54 本人該当区分（ひと

り親）・寡婦、55 本人該当区分（勤労学生）、56 専従者控除額、57 

専従者控除、58 課税標準額、59 調整控除、60 配当控除、61 住

宅借入金等特別控除可能額、62 住宅借入金等特別控除見込額、63 



住宅借入金等特別税額控除、64 寄附金支払額、65 寄附金控除

（所得税）、66 寄附金税額控除、67 外国税額控除（所得税）、68 区

外国税額控除、69 都外国税額控除、70 配当割額控除、71 株式等

譲渡所得割額控除、72 所得割調整額、73 所得割額（定額減税

前）、74 所得割額、75 均等割額、76 減免額、77 年税額、78 特

別徴収税額、79 普通徴収税額、80 所得税額、81 納期及び納期限、

82 納税通知書番号、83 受給者番号、84 退職年月日、85 就職年

月日、86 納税通知書等発行区分、87 納税通知書等発行年月日、88 

納税通知書等送付先情報、89 特別徴収義務者、90 資料区分、91 申

告期別、92 申告区分、93 公示年月日、94 更正区分、95 宛名番

号、96 個人番号、97 課税年度、98 相当年度、99 金融機関番号、

100 口座種別、101 口座番号、102 相続人情報（住所･氏名･続柄

等）、103 納税管理人情報（住所･氏名･続柄等）、104 納税通知書等送付先

情報、105 非課税事由、106 無申告事由、107 申発不要年限、108 

その他の申発年限等、109 公的扶助、110 家庭状況、111 居住状

況、112 郵便番号、113 基礎年金番号、114 年金種別、115 個人住民税

仮特別徴収額（年金特徴）、116 個人住民税特別徴収額（年金特徴）、117 各種区分

（年金特徴）、118 処理結果（年金特徴）、119 各種年月日（年金特

徴）、120 年金受給額、121 資料番号、122 徴収区分、123 課税区

分、124 国外居住者の人数、125 住民税定額減税可能額、126 所

得税定額減税可能額、127 推計所得税額、128 住民税控除不足

額、129 所得税控除不足額、130 調整給付額、131 森林環境税額 

記 録 範 囲 
給与支払報告書、公的年金支払報告書、住民税申告書、確定申告

書を提出した者（保存年限である直近７年度分及び現年度分） 

記録情報の収集方法 

収集の相手方：本人、国税庁、給与支払者、年金支払者、他自治

体 

収集の手段： 窓口申請（紙）、郵送申請（紙）、eLTAX（エルタッ

クス）システムによる電子申請により収集 

要 配 慮 個 人 情 報 が 
含 ま れ る と き は 、 
そ の 旨 

□含む（上記記録項目の番号：      ） 

■含まない 

記 録 情 報 の 
経 常 的 提 供 先 

□あり 

■なし 

開 示 請 求 等 を 受 理 
す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

東京都板橋区総務部区政情報課 

〒173-8501 

東京都板橋区板橋２－６６－１ 



訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よ る 特 別 の 手 続 等 

□あり（他の法令の規定                ） 

■なし 

個 人 情 報 
フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理 

ファイル） 
政令第 21 条第７項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工 
情報の提案の募集を 
す る 個 人 情 報 
フ ァ イ ル で あ る 旨 

 

行政機関等匿名加工 
情報の提案を受ける 
組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工 
情 報 の 概 要  

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を 受 け る 
組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を す る こ と が 
で き る 期 間 

 

備 考 

業務の名称  特別区民税・都民税・森林環境税に関する業務 

ファイルに 
記録される 

本人の数 
約 570,000人 

その他   

 


